
建築形態制限の変更部分

理由

うに変更する。

　市街化区域に編入される予定であることから、市街化区域の編入に併せて用途地域の指定のない区
　域における建築形態制限の指定内容の一部廃止を行うものです。

工業地域

　　新産業の森北部地区は2004年4月1日施行の用途地域の指定のない区域に位置しており、現在ま
　で、A地区及びD地区の一部として建築形態制限が適用されてきました。しかしながら、工業地域として
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　　（※1）県道藤沢厚木線沿道50mの区域について

用途地域の指定のない区域における建築形態制限の指定内容の一部廃止（藤沢市長指定）

途地域の指定のない区域における建築形態制限を定めているが、その一部が工業地域として市街化

「位置及び区域は計画図表示のとおり」
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新産業の森北部地区地区計画区域

藤沢市

 

市街化調整区域における建築形態制限の一部廃止区域

 

（総括図案）

凡例

市街化区域の編入に伴い一部廃止する区域

これまでに指定した区域

表示 区域 建ぺい率 容積率 道路斜線 隣地斜線

Ａ地区 ５０ ８０ １．２５ ２０ｍ＋１．２５

Ｂ地区 ４０ １００ １．２５ ２０ｍ＋１．２５

Ｃ地区 ４０ ８０ １．２５ ２０ｍ＋１．２５

Ｄ地区 ６０ １００ １．２５ ２０ｍ＋１．２５

E地区 ６０ ２００ １．２５ ２０ｍ＋１．２５

F地区 ６０ ２００ １．２５ ２０ｍ＋１．２５

市町境界線

建ぺい率

容積率

指定数値
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